
 

北九州市の主な重要犯罪の認知件数の推移

区 分 殺 人 強 盗 放 火
不同意
性交等

不同意
わいせつ

合 計

R2年 4 8 8 11 41 72
R3年 9 1 10 10 41 71
R4年 3 12 10 15 36 76
R5年 5 12 10 25 54 106
R6年 10 8 3 37 53 111
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北九州市の犯罪被害者等支援について 

 

北九州市では、平成２６年に施行した「北九州市安全・安心条例」に「犯罪被害者

等に対する支援体制の充実に努める。」と規定し、その行動計画に基づき取組を進め

ている。 

１ 総合相談窓口の設置 ※福岡県・福岡市・北九州市で共同設置 

２ 犯罪被害者等見舞金の支給（令和７年４月１日創設） 

【対象となる犯罪被害】 

故意の犯罪行為による死亡、重傷病または性犯罪 

 ※令和７年（2025 年）４月１日以降に、発生した犯罪被害が対象。 

 ※日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内で発生したもの。 

【見舞金の種類等】 

見舞金の種類 対象 給付額 

遺族見舞金 亡くなった被害者の遺族 30万円 

重傷病見舞金 被害者本人（１か月以上の治療を要するもの） 10万円 

性犯罪被害見舞金 被害者本人（未遂を除く不同意性交等） 10万円 

※福岡県犯罪被害者等見舞金支給制度との併給可。 

※警察への届出など、一定の要件あり。 

３ 住居関係支援 

市営住宅への優先入居・一時使用許可 

４ その他 

 一般施策による支援 

５ 犯罪被害者等支援庁内連絡会議の設置（平成２０年２月設置） 

 被害者の要望に対応した一般施策・特別施策の案内、犯罪被害者関連（国・県の

動き等）情報共有、各相談窓口の連携、等を実施している。 

区分 福岡犯罪被害者総合サポートセンター 性暴力被害者支援センター・ふくおか 

目的 

平成２０年５月、犯罪被害者等に対す

る電話相談から面談、病院などへの付

添いまで、総合的な支援を行うワンス

トップセンターとして開設 

平成２５年７月、性暴力の被害に遭わ

れた方が安心して相談でき、医療面の

ケアを含め必要な支援を迅速に受ける

ことができるよう開設 

相談 

時間 

月曜日～金曜日 

９：００～１６：００ 

２４時間・３６５日（年中無休） 

（※平成２７年１２月１日から） 

支援 

内容 

・面接相談及び電話相談 

・裁判所、検察庁、警察署、行政窓口等への付き添い支援 

・専門家によるカウンセリング 
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福岡犯罪被害者

支援センター

総務市民局
安全・安心推進課

住宅支援に関する部署

性に関する部署

子どもに関する部署

高齢者に関する部署

など

犯罪被害者等支援庁内連絡会議について 

概要 

 当会議は、平成 16 年 12 月 1 日に制定された「犯罪被害者基本法」に基づき、

地方自治体の責務として犯罪被害者等の対策を総合的に行うため、平成 20 年 

2 月に設置されたもの。 

 本市が福岡県・福岡市と共同で設置した、犯罪被害者の総合相談窓口である

「福岡犯罪被害者支援センター」のバックアップを行うための会議である。 

 

目的 

 〇被害者のニーズに対応した情報提供や相談体制の確立 

 〇犯罪被害者等関連施策の充実 

 〇各種相談窓口の連携 

 

構成員 

 犯罪被害者等関連部署（２１部署：令和７年４月１日現在）の所属長 

 ※平成 18年 4月頃～当該部署で被害者支援に関する情報交換を行っていたこ

とから派生 

事務局 

 総務市民局 安全・安心推進課 

 

内容 

 毎年 1回開催（Ｒ６実績） 

・被害者支援条例の更新や国・県の取組・制度の変更など 

 ・犯罪被害者等支援に関連する窓口一覧の取りまとめ 

 

 

連携イメージ 

被害者支援に関する

総合相談窓口 

本市の被害者支援に 

関する取りまとめ 

各
相
談
窓
口
関
連
部
署 

（
庁
内
連
絡
会
議
会
員
） 
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令和７年４月１日現在

課　　　名 業　　務　　内　　容

1 市長公室　報道課 マスコミ等との連絡調整

2 総務市民局　広聴課 法律人権相談

3 〃　消費生活センター 消費者相談

4 政策局　政策課 広域行政

5 〃　ＷｏｍａｎＷｉｌｌ推進室 DV、セクハラなどの相談

6 保健福祉局　地域福祉推進課 地域包括支援センター（総合相談）

7 〃　 保護課 生活保護相談

8 〃   長寿社会対策課 高齢者福祉等

9 〃　 保険年金課 例外的な国民健康保険の適用

10 〃　 障害者支援課 障害者に関する支援・相談

11 〃　 地域医療課 救急医療体制の整備

12 〃　 精神保健福祉センター PTSDなどに対する対応・研修

13 〃　 人権文化推進課 人権相談、啓発

14 〃　 同和対策課 階層別人権研修の実施

15 子ども家庭局　子育て支援課 子ども家庭相談

16 〃　 子ども総合センター 児童虐待への対応

17
産業経済局
雇用・産業人材政策課

雇用の安定

18 都市整備局　住宅計画課 住宅確保要配慮者への居住支援

19 〃　 住宅管理課 市営住宅の優先入居など

20 教育委員会　指導企画課 教職員の研修・子どもへの啓発、子どもの心のケア

21 総務市民局　安全・安心推進課
事務局、犯罪被害者総合相談、性暴力被害者支援、
交通事故相談、民事介入暴力相談

犯罪被害者等支援庁内連絡会議名簿


